
枚のうち 枚目

この調査票に記入された事項については、

統計以外の目的に使ったり、他に漏らし

たりすることはありません。

最最低低賃賃金金にに関関すするる基基礎礎調調査査票票
（令和８（2026）年６月）

中 小 細統計法に基づく一般統計調査
※都道府県

 番　　号

※産業分類番号 ※事業所

規模番号

※対象
区分 最最低低賃賃金金にに関関すするる実実態態調調査査大

[記入上の注意]

1. ※欄は記入しないでください。
2. 令和８（2026）年６月１日現在（ただし、２の(8)～(14)については実績ではなく、

令和８年６月分の　見込み)の状況を記入してください。

3. 記入にあたっては、黒のボールペンを使って、 （太線）の中について記入して
ください。
イ．数字はすべて1,2,3,･･････の算用数字を使ってください。
ロ．○で囲む場合は、いずれか１つの数字を①のように○で囲んでください。

4. 労労働働者者はは以以下下のの者者をを除除ききまますす。。たただだしし、、ロロ又又ははハハのの者者ででもも、、一一般般のの労労働働者者とと同同じじよよううにに
勤勤務務しし、、同同じじ給給与与規規則則にによよっってて給給与与をを受受けけてていいるる場場合合はは労労働働者者にに含含めめまますす。。
イイ．．事事業業主主、、社社長長 ロロ．．理理事事、、取取締締役役ななどどのの役役員員 ハハ．．家家族族従従業業員員

主要な生産品の名称
又は 事 業 の 内 容
（主要とは総売上高
の最も多いものを
いいます。）

記入担当者

 連 絡 先  TEL - -

法人
番号

注）個人事業主の場合、法人番号欄は記入不要です。

注）法人番号は13桁です。

11．．事事業業所所にに関関すするる事事項項　　※※事事業業主主等等をを除除くく（（詳詳細細はは右右記記「「記記入入上上のの注注意意」」４４..参参照照））

（注）２枚目以降については、｢1.事業所に関する事項｣欄は記入する必要はありません。

22．．労労働働者者にに関関すするる事事項項  

一
の
位

小

数

点

第

一

位
時間 分万 千 百 十 円

十
の
位

円 万 千 百 十 円十 円 万 千 百 十百 十 円 万 千 百

※

職　種
コード

月
給

日
給

時
間
給

万 千

３３
年年
未未
満満男 女

一
般

パ
ー

ト
歳

支給がない場合
は0を記入して
ください。

～ ～ ～ ～ ～ ～
支給がない場合
は0を記入してく
ださい。

３３
ヶヶ

月月
未未
満満

休憩時間は含めない
でください。

10人目
以降は
十の位
を記入
してく
ださ
い。

３３
ヶヶ

月月
以以
上上

６６
月月
以以
上上

１１
年年
以以
上上

２２
年年
以以
上上

３３
年年
以以
上上

支給がない場合
は0を記入して
ください。

支給がない場合
は0を記入して
ください。

番号、記号、氏名
（イニシャル）等ど
の方法でも結構です
が、後に内容につい
てお尋ねすることが
ありますのでそのと
きに分かるようにし
ておいてください。

｢パート｣
とは一般
の労働者
に比べ所
定労働時
間又は所
定労働日
数が少な
い者で
す。

６月
１日
現在

「※対象区分」が２の事業所のみ記
入してください。

例えば、プレス工、溶接工、金属検
査工、清掃片付け、洗浄、選別、
はんだ付けなどと具体的に記入して
ください。

なお、技能習得中の場合は（技能習
得中）と記入してください。

・・賃賃金金形形態態がが月月給給なならら月月
給給額額をを、、日日給給なならら日日給給額額
をを、、時時間間給給なならら時時間間給給額額
をを、、記記入入ししててくくだだささいい。。
・月給の場合は、実績でな
く、欠勤することなく働い
た場合（出来高制の場合は
通常の能率で働いた場合）
に支払われるべき金額を記
入してください。

(9)

精皆勤手当

６６
ヶヶ

月月
未未
満満

１１
年年
未未
満満

２２
年年
未未
満満

勤 続 年 数 職種又は仕事の内容
基本給の賃金形態及び
６ 月 の 給 与 単 価

６６月月のの所所定定労労働働日日数数をを満満稼稼働働ししたた場場合合にに
支支払払わわれれるるべべきき手手当当のの月月額額をを記記入入ししててくくだだささいい。。

月間所定
労働日数

１１日日のの所定労働時
間数

(10)

通勤手当

(11)

家族手当

(12)

その他の手当
月月のの所所定定労労働働日日数数をを記記
入入ししててくくだだささいい。。

休日労働は含めないで

ください。

例例ええばば土土曜曜日日ななどど１１日日
のの所所定定労労働働時時間間数数のの半半
分分だだけけ働働くく場場合合はは00..55
日日とと数数ええててくくだだささいい。。

(7) (8) ６ 月 分 の 諸 手 当 （月　額） (13) (14)

一
連
番
号

労 働 者 番 号 性
就 業
形 態

年齢

人 人

上記１の労働者全員について記入してください。ただし、労労働働者者がが3300人人以以上上110000人人未未満満のの事事業業所所でではは全全労労働働
者者のの２２分分のの１１を、110000人人以以上上のの事事業業所所でではは全全労労働働者者のの５５分分のの１１を、それぞれ、特定の職種等の労働者にか
たよらないように労働者名簿などから選んで、記入してください。

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

男 女 計

人

ただし、賞与、時間

外手当、早出手当、

深夜手当、休日手当、

宿日直手当等は除き

ます。

1 1 2 1 2 ．．

2 1 2 1 2 ．．

3 1 2 1 2 ．．

4 1 2 1 2 ．．

5 1 2 1 2 ．．

6 1 2 1 2 ．．

7 1 2 1 2 ．．

8 1 2 1 2 ．．

9 1 2 1 2 ．．

0 1 2 1 2 ．．35 6 1 2

3

1 2 3 4

5 6 1 2

3

1 2 3 4

5 6 1 2

3

1 2 3 4

5 6 1 2

3

1 2 3 4

5 6 1 2

3

1 2 3 4

5 6 1 2

3

1 2 3 4

5 6 1 2

3

1 2 3 4

5 6 1 2

3

1 2 3 4

5 6 1 2

3

1 2 3 4

5 6 1 21 2 3 4

※市区町村番号 ※事業所番号

事業所の労働者数

（臨時、パートを含む）

令和８（2026）年６月１日現在

厚厚 生生 労労 働働 省省 秘秘

S 
A 
M 
P 
L 
E




